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学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応について 

（令和2年3月2日・4日追加） 

 

平素、本会学校保健事業につきまして種々ご協力賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、学校保健に係る新型コロナウイルス感染症への対応については、2月

10日付で文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課より各都道府県教育委

員会等に通知された内容に基づいて対応となっております。 

 この度、2月27日0時より中国の一部に加え、韓国の一部（大邱広域市・慶尚

北道清道郡）に滞在歴がある外国人等についても、本邦の上陸拒否対象とす

ることを踏まえ情報追加した事【別添１】、及び新型コロナウィルス感染症対

策のための小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等における一斉臨時休業

中の児童生徒の外出等について留意事項を示した事【別添２】について、都道

府県教育委員会等に事務連絡が発出され、本会あて都道府県医師会への周知

方依頼がありました。 

つきましては、別添資料をお送りしますので、貴会でもご了知いただくと

ともに会員への周知方、よろしくお願いします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症への対応については日々状況が変化して

いますが、文部科学省においては、当面の間、添付の通知に基づき対応すると

しており、今後も必要に応じて、最新の情報や追加的な留意事項を提供※1して

おりますので、併せてご参照願います。 

また、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては本会感染症危機

管理対策室より、随時、最新情報を提供※2しておりますので、そちらも併せて

ご参照のうえ、対応いただきますようお願いします。 

※1文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応に 

ついて」（URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html） 

※2日本医師会ホームページ「新型コロナウイルス関連感染症」 

  （URL：http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html） 

（公印省略） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
http://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009082.html


記 

今回の文部科学省事務連絡【別添１・２】の主な内容 

《別添１》 

⚫ 中国※１又は韓国から帰国した児童生徒等※２については、次の場合分けに従

って対応する。 

A）流行地域※３から帰国又は流行地域在住の方と接触があった児童生徒等 

B）流行地域を除く中国又は韓国から帰国し、流行地域在住の方と接触が 

ない児童生徒等 

⚫ 上記A）・B）について、帰国日から2週間以内に発熱かつ呼吸器症状がある

かどうか確認し、別紙1および別紙2に基づき対応する。 

《別添２》 

⚫ 一斉臨時休業中の児童生徒の外出について、新型コロナウィルス感染症対

策専門家会議の見解を踏まえた指導をする。臨時休業となっていない学校

の児童生徒や休日の外出についても同様の取扱いとする。 

⚫ 臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし、

児童生徒の心のケア等に配慮する。 

具体的には、①新型コロナウィルス感染症に起因するいじめ・偏見・スト

レス等の問題等に関する相談窓口の周知や養護教諭・スクールカウンセラ

ー等による支援を行う、②要保護児童対策地域協議会(要対協)において、

要保護児童として進行管理台帳に登録されている児童生徒に関しては、ス

クールソーシャルワーカー等の活用による関係機関と緊密な連携し必要な

支援を行う。 

 
【註】 

※１香港、マカオを含む 

※２幼児・児童・生徒・学生 

※３中国(湖北省及び浙江省)並びに韓国(大邱広域市及び慶尚北道清道郡) 

以上 

  



別添 

事 務 連 絡 

令和２年３月２日 

 

公益財団法人 日本医師会 御中 

 

 

文部科学省初等中等教育健康教育・食育課 

         

 

「中国から帰国した児童生徒等への対応について[追加２報（韓国・大邱広域市

及び慶尚北道清道郡の追加）]（令和２年３月２日現在）」（令和２年３月２日付け

事務連絡）の周知について（依頼） 

 

 

中国（香港、マカオを含む。）又は韓国から帰国した児童生徒等の保健管理につい

ては，当面の間，別添１の「中国から帰国した児童生徒等への対応について[追加２

報（韓国・大邱広域市及び慶尚北道清道郡の追加）]（令和２年３月２日現在）」（令

和２年３月２日付け事務連絡）に基づき対応することといたしました。また、臨時休

業中の児童生徒の外出については，別添２のとおり留意点を示しました。以上につ

き、ご了知の上、貴会会員方に周知いただきますようお願いします。なお、「中国か

ら帰国した児童生徒等への対応について[追加１報（浙江省の追加）]（令和２年２月

13 日現在）」（令和２年２月 13 日付け事務連絡）は廃止します。 

 



 

事 務 連 絡 

令和２年３月２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課   

   

 

中国から帰国した児童生徒等への対応について 

[追加２報（韓国・大邱広域市及び慶尚北道清道郡の追加）] 

（令和２年３月２日現在） 

 

 中国から帰国した児童生徒等への対応については，当面の考え方として，「中国から帰国した児

童生徒等への対応について[追加１報（浙江省の追加）]（令和２年２月13日現在）（令和２年２月

13日文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡）」に基づき対応いただいているところ

です。 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

【重要】 

２月 27日０時より，中華人民共和国の一部に加え，大韓民国大邱広域市及

び慶尚北道清道郡に滞在歴がある外国人等についても，本邦への上陸拒否の

対象とすることとされました。 

 この方針を踏まえ，「中国から帰国した児童生徒等への対応について（2/10

現在）（通知）」（令和２年２月 10日付け元初健食第 43号）に関し，下記

の通り情報を追加しますので，関係各位におかれては一度お目通しください

ますようお願いします。 

別添１

s-kobayashi
四角形



 

今般，本邦への上陸の申請日前 14日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外

国人及びこれらの省で発行された同国旅券を所持する外国人に加えて，２月 27日午前０時から，

本邦への上陸の申請日前 14日以内に大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡に滞在歴がある外国

人についても上陸拒否の対象となったことなどを踏まえ，上記事務連絡を廃止し，今後は本事務連

絡の別紙のとおりとしますので，内容を御確認の上，対応いただくようお願いいたします。 

なお，今後も文部科学省から，必要に応じて，最新の情報や追加的な留意事項を提供する場合が

あることを申し添えます。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同

じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して，都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校

法人等を通じてその設置する学校に対して，国公立大学法人，大学又は高等専門学校を設置する地

方公共団体，文部科学大臣所轄学校法人，大学を設置する学校設置会社におかれてはその設置する

学校に対して，構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方

公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して，独立行政法人

国立高等専門学校機構本部事務局におかれては所管の学校に対して，都道府県・指定都市・中核市認

定こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対し

て，厚生労働省におかれては所管の専修学校に周知されるようお願いします。 

 

 

記 

 

 

大韓民国大邱広域市若しくは慶尚北道清道郡から帰国又は大邱広域市若しくは慶尚北道清道郡在

住の方と接触があった児童生徒等についても，中華人民共和国湖北省若しくは浙江省から帰国又は

湖北省若しくは浙江省在住の方と接触があった児童生徒等と同様の扱いとする（詳細は別紙１及び

別紙２を参照）。 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課  

  保健指導係 

ＴＥＬ：03-5253-4111（内線 2918） 

 



中国から帰国した児童生徒等への対応について 

（児童生徒等の保健管理部分のみ抜粋） 

（３月２日時点更新） 

 

＜中国から帰国した児童生徒等の保健管理＞ 

（１）  中国（香港，マカオを含む。以下同じ。）又は韓国から帰国した幼児・児童・生徒・学生

（以下「児童生徒等」という。）については，次の A)又は B)に従って対応すること。（※

１） 

（※１）武漢市からチャーター機で帰国した児童生徒等については，２週間の経過観察を経

るため，適用しない。  

 

A) 流行地域（※２）から帰国又は流行地域在住の方と接触があった児童生徒等 

（※２）流行地域とは，中国湖北省及び浙江省並びに韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡を

いう。以下同じ。 

 

① 帰国日から２週間以内に発熱(37.5度以上)かつ呼吸器症状（以下単に「症状」とい

う。）がある児童生徒等 

他の人との接触を避け，マスクを着用し，すみやかに本人又は保護者から最寄りの

「帰国者・接触者相談センター」（以下「センター」という。）に電話相談していただく

とともに，センターから紹介された医療機関の受診結果を本人又は保護者から聴取の

上，必要に応じ，学校保健安全法に基づく出席停止の措置をとること。 

 

② 現に症状がない児童生徒等 

現に症状がないものについては，特に帰国後２週間は，本人又は保護者との連絡を密

にし，外出を控え，自宅に滞在していただくよう要請するなど，厳重な健康観察等を行

うこと。症状が出現した場合には，上記①の対応とする。  

 

（参考）保健所管轄区域案内（厚生労働省ホームぺージ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/ 

 

B) 中国又は韓国（流行地域を除く。）から帰国し，流行地域在住の方と接触がない児童生徒等 

 

① 帰国日から２週間以内に症状がある児童生徒等 

他の人との接触を避け，マスクを着用するなどし，すみやかに近くの医療機関を受診し

ていただくとともに，受診結果を本人又は保護者から聴取の上，必要に応じ，学校保健

安全法に基づく出席停止の措置をとること。 

 

 

（別紙１） 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/


② 現に症状がない児童生徒等 

特に帰国後２週間は，本人又は保護者との連絡を密にし，厳重な健康観察等を行うこ

と。症状が出現した場合には，上記①の対応とする。 

 

（参考）厚生労働省ホームページ上の「新型コロナウイルスに関する Q&A」（令和２年３月１日

時点版）によれば，ＷＨＯの知見によれば，現時点で潜伏期間は 1-12.5日（多くは５-６

日）とされており，また，これまでのコロナウイルスの情報などから，未感染者について

は 14日間にわたり健康状態を観察することが推奨されています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q4  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q4


※１ 武漢市からチャーター便で帰国した児童生徒等については、２週間の経過観察を経るため、適用しない。
※２ 流行地域とは、中国湖北省及び浙江省並びに韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡をいう。

中国（香港、マカオを含む）から帰国した児童生徒等への対応について※１（３/２時点）

帰国日から２週間以内に発熱（37.5度以上）かつ呼吸器症状があるか

○他の人との接触を避け、マスクを着用し、す
みやかに本人又は保護者から最寄りの「帰国
者・接触者相談センター」に電話相談してい
ただく。

○センターから紹介された医療機関の受診結果
を本人又は保護者から聴取の上、必要に応じ
、学校保健安全法に基づく出席停止の措置を
とる。

経過観察終了

帰国日から２週間以
内に症状が出た場合

症状がない場合

流行地域※２から帰国又は流行地域在住の方と接触があった児童生徒等

帰国後２週間は、本人又は保護者との連絡を密
にし、外出を控え、自宅で滞在していただくよ
う要請するなど、厳重な健康観察等を行う。

症状が出ずに
帰国の日から２週間
経過した場合

症状がある場合

帰国日から２週間以内に発熱（37.5度以上）かつ呼吸器症状があるか

○他の人との接触を避け、マスクを着用するな
どし、すみやかに近くの医療機関を受診して
いただく。

○受診結果を本人又は保護者から聴取の上、必
要に応じ、学校保健安全法に基づく出席停止
の措置をとる。

経過観察終了

帰国日から２週間以
内に症状が出た場合

症状がない場合

中国又は韓国（流行地域を除く。）から帰国し、
流行地域在住の方と接触がない児童生徒等

帰国後２週間は、本人又は保護者との連絡を
密にし、厳重な健康観察等を行う。

症状が出ずに
帰国の日から２週間
経過した場合

症状がある場合

別紙２



1 
 

事 務 連 絡 

令和２年３月４日 

 

【重要】 

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校 

等における一斉臨時休業中の児童生徒の外出について留意事項を示しますので，関係各 

位におかれては御一読をお願いいたします。 

 

 

 

御中 

 

 

 

 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 健 康 教 育 ・ 食 育 課 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 児 童 生 徒 課 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校 

及び特別支援学校等における一斉臨時休業中の児童生徒の外出につ 

いて（３月４日時点） 

 

 新型コロナウイルス感染症への対応については，令和２年２月 28日付けで小学校，中学

校，高等学校及び特別支援学校等における臨時休業等について通知※したところですが，

改めて，臨時休業中の児童生徒の外出については，下記の点に留意くださるようお願いし

ます。 

 なお，この情報については，令和２年３月４日時点のものであり，今後の状況に鑑み更

新の可能性もあり得る旨，申し添えます。 

 都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会

に対して，都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じて，その設置

する学校に対して，国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して，構造改

革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体

の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して周知されるよう

にお願いします。 

 

各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課・学校保健担当課・学校安全担当課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

別添２

s-kobayashi
四角形
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記 

 

１ 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解を踏まえ，一斉臨時休業中の児童

生徒の外出については，以下の点に留意して指導すること。なお，臨時休業となって

いない学校の児童生徒や休日等の外出についても同様の取扱いとする。 

（１）軽い風邪症状（のどの痛みだけ，咳だけ，発熱だけなど）でも外出を控えるこ

と。 

 （２）規模の大小に関わらず，風通しの悪い空間で人と人が至近距離で会話する場所

やイベントにできるだけ行かないこと。 

（下線部は，「新型コロナウイルス感染症対策の見解」（新型コロナウイルス感染症対

策専門家会議）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00011.html

より引用） 

また，地域によっては，放課後から夜間などにおける見回りとして，自治会や警察

機関等と生徒指導上の課題等について共有した上で，保護者・ＰＴＡと地域住民によ

るパトロール，声掛けを実施している例もあることから，臨時休業中において児童生

徒が犯罪に巻き込まれないようにするためにも，こうした体制を活用することや，ス

クールガード・リーダー等の登下校時の見守り活動を行う方々の協力を得ることも有

効と考えられること。 

 

２ 臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし，新型コロ

ナウイルス感染症に起因するいじめ，偏見，ストレス等の問題等に関し，相談窓口

（「24時間子供ＳＯＳダイヤル」等）を適宜周知するとともに，児童生徒の相談に応

じ，必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行ったり，要保護

児童対策地域協議会において，要保護児童として進行管理台帳に登録されている児童

生徒に関しては，在宅時間が大幅に増加することも踏まえ，スクールソーシャルワー

カー等を活用するなどして関係機関と緊密に連携し，必要な支援を行ったりするな

ど，児童生徒の心のケア等に配慮すること。 

 

（※参考） 令和２年２月 28日付け文部科学事務次官通知「新型コロナウイルス感染症対

策のための小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業につ

いて」（別添参考資料） 
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＜本件連絡先＞ 

（感染拡大の防止等保健管理に関すること） 

 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 
保健指導係 

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線：２９１８） 
 
（児童生徒の心のケアに関すること） 

 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 
生徒指導室 生徒指導企画係 

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線：３２９８） 
 

（見守り活動に関すること） 
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 
ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線：２６９５） 



（参考資料）
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